
　　　鹿嶋市では空き家の有効活用を通して、地域における生活環境の向上を図るため
　　　空家バンク制度の運用を開始しました。
　　　市内に活用されていない空き家をお持ちの方で「売りたい」「貸したい」とお考えの方に
　　　物件を登録していただき、市内への定住等を目的として空き家を「買いたい」「借りたい」と
　　　お考えの方に情報提供する制度です。

　　　市内に存在し、現在使用していない、または近く使用しなくなる予定の建物
　　　※ただし以下に該当する空き家は除きます。
　　　①過去に所有者等の居住使用実態がない等、賃貸または分譲を目的として建築された建物
　　　②建築基準法及び都市計画法上、違法なもの

　　　空家バンク登録・利用について費用はかかりません。
　　　登録物件が売買又は契約がなされた場合は、媒介業者に対し宅地建物取引業法に
　　　定められた報酬を支払うこととなります。

　　　〒314-8655　茨城県鹿嶋市大字平井１１８７番地１　　鹿嶋市役所　都市整備部　都市計画課

　　　TEL：０２９９-８２-２９１１　　FAX：０２９９－８２－４９００

　市内に空家を所有の皆様へ
空家バンクに登録（売買・賃貸）してみませんか？
鹿嶋市空家バンク制度は、市内の空き家を有効活用
し、良好な住環境の確保及び生活環境の保全を推進
します。

その他詳細につきましては、鹿嶋市役所都市整備部都市計画課までお気軽にお問い合せください

鹿嶋市
空家バンク

お問い合わせ・ご相談先

空家バンク制度について

対象となる空き家とは？

空家バンク活用にともなう費用について



【空き家所有者：物件登録】

□鹿嶋市空家バンク制度登録申込書（様式第１号） □同意書（様式第３号）

□鹿嶋市空家バンク制度登録カード（様式第２号）

＜添付書類＞

□案内図 □間取り図 □登記事項全部証明書（土地・建物）

★相続登記未済の場合 ★申込み者が所有者と異なる及び所有者が複数人の場合

□戸籍謄本 □委任状（任意様式）

□その他（相続者全員の同意書等）

【空き家利用希望者：利用登録】

□鹿嶋市空家バンク制度利用登録申込書（様式第１０号） □誓約書（様式第１１号）

＜添付書類＞

□本人確認書類（運転免許証等の写し） □現在事項全部証明書（法人の場合のみ）

※　補助金制度の詳細・手続き等については、鹿嶋市ホームページをご覧いただくか、
　　鹿嶋市都市整備部都市計画課へお問い合わせください

　鹿嶋市では、空き家の所有者等であって空家等を解体する方、もしくは市外に居住する方が移住
の為に空家バンクに登録されている物件を購入し、改修を行う方に対し補助金を交付しています。

※鹿嶋市個人情法保護条例
（平成15年鹿嶋市条例1号）の
規定の趣旨に基づき申込みさ
れた個人情報は本事業の目
的以外に利用いたしません。

※１ 空家バンク制度への物件

登録及び利用登録期間は、登

録日の属する年度の翌々年度

の３月３１日までとします。

鹿嶋市空家バンク
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空き家の情報提供

宅建協会

不動産協会

連携協定締結

媒介 媒介

既存ストック利活用補助金制度

全国版空家バンク

・アットホーム ・ライフルホームズ

物件掲載


